
住宅・住環境について政策を一緒に考えませんか

市 民 委 員 を 募 集 し ま す ！

川崎市住宅政策審議会

川崎市住宅政策審議会(市の附属機関)の市民委員の任期満了に伴い、新たに募集を行います。安

心・ゆとり・共生・活力のある持続可能なまち「かわさき」の実現をめざして、住宅施策について広く調

査・審議を行うにあたり、市民の立場から御意見をいただきます。

18歳以上・川崎市内在住１年以上の方

（市職員及び令和８年６月1日時点で市附属機関委員である方を除く）

※川崎市に住民登録をしている必要があります。

● 申込資格

２年間５回程度の会議への参画

※原則として平日(２時間程度)の開催となりますのであらかじめ御了承ください。

● 業務内容

２ 年間（令和8(2026)年6月１日～令和10(2028)年5月31日）● 任期

３ 名● 募集人数

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市 まちづくり局 住宅政策部 住宅整備推進課

電話 044-200-2995 FAX 044-200-3970 メール 50zyusei@city.kawasaki.jp

※募集の詳細は裏面記載

申込み・問合せ先

募集概要

応募方法

申込用紙(裏面)と小論文（800字程度）

※市ホームページからオンライン申請、申込用紙などのダウンロードも可能です。

https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000184965.html

● 提出書類

◆小論文テーマ◆

若年層や子育て世代、高齢者等がそれぞれ住まいを選ぶ際の視点や考え方について、自

身の経験を踏まえて考えを述べ、その上で、川崎市に住みたい、住み続けたいと思っても

らうために必要なことや、市民委員としての抱負を800字程度でまとめてください。

直接 / 郵送 / FAX / メール / 市ホームページ（オンライン申請） のいずれか● 提出方法

令和８年３月３１日(火) (必着）● 期限

書類選考（結果は、応募者全員に４月下旬に文書にて通知します。）● 決定方法

mailto:50zyusei@city.kawasaki.jp
https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000184965.html


皆様のご応募をお待ちしています︕ 

この 「申込用紙」 と 「小論文(様式自由)」 を併せて御提出ください。 
※オンライン申請の場合はフォームに沿って入力してください。 

■川崎市住宅政策審議会 市民委員 申込用紙 
ふりがな 
氏 名 

 
 

性 別 生年月日 
（男・女） 年  月  日生 

住 所 

〒    － 
川崎市   区 
 

（市内在住歴    年  月から） 

連絡先 電話   
メール  

主な職歴・ 
現在の職業 
 
(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等の 
活動経験を含
む) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

応募理由 

 
 
 
 
 
 
 

※上記個人情報は、川崎市住宅政策審議会の手続きにのみ使用します。 
 

■小論文について 
様式は自由としますが、原則A4縦用紙に横書きとします。（オンライン申請の場合は、フォー

ムに直接入力またはファイル添付となります。） 
また、提出いただいた書類一式は返却いたしません。 

  
若年層や子育て世代、高齢者等がそれぞれ住まいを選ぶ際の視点や考え方について、自身の経験
を踏まえて考えを述べ、その上で、川崎市に住みたい、住み続けたいと思ってもらうために必要
なことや、市民委員としての抱負を800字程度でまとめてください。 

◆小論文テーマ◆ 


